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はじめに 

 

近距離移動に手軽で便利な乗り物である自転車は、これまでも、通勤や通学、買物などの交通手段

として、多くの市民に利用されてきましたが、近年、大気汚染物質や二酸化炭素を排出しない環境に

やさしい乗り物として、また、災害時の移動手段としても注目を集めており、その利用ニーズは高ま

っています。さらに、観光振興の面でも、観光地などを巡るツールとしてシェアモビリティを導入し

たり、風光明媚なコースをサイクリングルートに設定するなど、自転車を活かそうとする取組が全国

各地で進められています。 

その一方で、自転車利用には、安全で快適な走行空間や駐輪場の確保、法令や交通マナーの周知・

啓発に取り組んでいく必要があります。 

こうした状況を踏まえ、本市では、「はしる」「とめる」「まもる」「いかす」の自転車に関する各施

策を総合的に推進していくため、平成 25 年 6 月に、「広島市自転車都市づくり推進計画」を策定し、

この計画に基づく施策を関係機関や関係団体等とともに着実に実施してきたところです。 

こうした中、平成 29年 5月に、自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における交通機能の維

持、国民の健康増進を図ることなどの新たな課題に対応するため、自転車活用推進法が施行され、地

方公共団体においても地域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよ

う努めることとされたことを受け、本計画を同法に基づく「市町村自転車活用推進計画」として位置

付けました。 

今回の「広島市自転車都市づくり推進計画」の改訂は、これまでの取組結果や社会情勢の変化を踏

まえつつ、道路交通法の改正に伴う新たなモビリティや自転車の交通違反に対する交通反則通告制度

への対応等を新たに追加し、施策の優先順位の見直しや充実強化を図るものです。 
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第１章 計画の趣旨 
 

 

１-１ 背景・経緯 

本市では、平成 29年に施行された自転車活用推進法において、地域の実情に応じた自転車の活用の

推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「市町村自転車活用推進計画」を定めるよう

努めることとなっていることから、令和 2 年 3 月に「広島市自転車都市づくり推進計画（計画期間：

令和 2 年度～令和 6 年度）」(以下｢推進計画｣という｡)を策定し、自転車都市づくりに取り組んでいる

ところです。 

この度、推進計画の更新年度に当たることから、昨今の社会情勢の変化等を踏まえつつ、今後の動

向を見据えて、持続可能な社会の実現に向けて自転車の活用を一層推進していくため、改訂を行うも

のです。 

なお、改訂に当たっては、学識関係者及び関係団体・機関からなる「広島市自転車都市づくり推進

協議会」において意見交換を行っています。 

 

１-２ 改訂に当たっての考え方 

改訂に当たっては、自転車都市づくりの理念、基本方針及び施策体系については現行どおりとし、

施策及び取組について、これまでの取組の評価や課題を踏まえるとともに、道路交通法の改正に伴う

新たなモビリティや自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)への対応等を新たに追加す

るなど、充実強化を図っています。 

 

１-３ 本市行政計画における位置付け 

推進計画は、交通分野における部門計画である広島市総合交通戦略を上位計画とした、交通分野に

おける個別の部門計画と位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-４ 計画期間 

令和 7年度から令和 11年度まで（5年間） 

 

 

 

自転車都市づくり推進計画 

広島市総合交通戦略 
( 令和 4年 3月 ) 

関連 

広島市総合計画（基本構想・基本計画・実施計画） 

交通分野における部門計画 
広島市都市計画マスタープラン 

( 平成 25 年 8月 ) 

広島市立地適正化計画 
( 平成 31 年 3月 ) 

ひろしま都心活性化プラン 
( 平成 29 年 3月 ) 

交通分野における個別の部門計画 

など 
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１-５ 計画の対象 

対象区域は広島市全域とし、自転車に加え、令和 5 年 7 月から道路交通法に規定された特定小型原

動機付自転車※1及び特例特定小型原動機付自転車※2（電動キックボード等）も取り扱うこととします。 

※1 原動機付自転車のうち、原動機の定格出力が 0.6kW 以下であって、長さ 1.9m、幅 0.6m 以下かつ最高速度 20km/h

以下等の基準を満たすもの 

※2 特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点滅させ、最高速度 6km/h 以下等の基準を満たすもの 
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第２章 自転車を取り巻く現状と課題 
 

 

２-１ 自転車の特性・メリット 

⑴ 近距離移動における利便性 

自転車は渋滞に関係ないため、一定の距

離以内では最も所要時間が短いことが示さ

れており、定時性に優れています。このた

め、自転車での通勤・通学はもちろん、バ

スや鉄道などの公共交通と組み合わせるこ

とにより、移動時間の短縮が期待できます。 

 

 

 

⑵ 環境負荷の低減 

自転車は、環境にやさしい交通手段であ

り、自家用自動車から自転車へ活用を転換

することにより、CO2排出量の削減が期待さ

れます。 

 

 

 

⑶ 健康増進 

自転車による運動は、脂肪燃焼や体力向

上、筋力の維持・増強に効果的です。3 か

月の自転車通勤により、平均で体重が 2.3kg

減、体脂肪率が 1.2％減という調査結果も

あります。 

 

  
[自転車通勤と体重・体脂肪率の変化] 

【出典】株式会社シマノ 

[輸送量当たりの二酸化炭素排出量(旅客)] 

【出典】国土交通省資料を基に作成 

（g-CO2／人 km） 

0 50 100 150

自家用乗用車
航空
バス
鉄道

自転車
徒歩

128

101

71
20

0
0

自家用自動車 

【出典】自転車通勤導入に関する手引き 

[交通手段の特性] 

徒歩：4.8km/h
自転車：

入出庫4分＋15km/h
自動車：

入出庫7分＋17.5km/h
バス：10分＋14km/h

徒歩6分（発着地計）
待ち時間4分

鉄道：17分＋32km/h
徒歩12分（発着地計）
駅内移動3分（1駅）
待ち時間2分（1駅）
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２-２ 道路交通法等の改正 

自転車事故が依然として多い状況であることや、新たなモビリティ等を導入することなどに対応す

るため、道路交通法等が改正されています。 

＜主な改正内容（令和 2年度以降）＞ 

⑴ 令和 2 年 6月 30日～ 自転車の「あおり運転」を危険違反行為に規定（道路交通法施行令） 

他の車両を妨害する目的で執拗にベルを鳴らす、不必要な急ブレーキをかけるなど、自転車の 

「あおり運転」を危険な違反行為と定め、3年間に 2 回違反した 14歳以上の者に「自転車運転者

講習」の受講が義務付けられました。 

⑵ 令和 4 年 11月 1日～ 自転車安全利用五則の改正（中央交通安全対策会議交通対策本部） 

すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とする道路交通法の改

正が行われることなどを踏まえ、自転車安全利用五則が改正されました。 

＜自転車安全利用五則＞ 

① 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先 

② 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 

③ 夜間はライトを点灯  ④ 飲酒運転は禁止  ⑤ ヘルメットを着用 

⑶ 令和 5 年 4月 1日～ ヘルメット着用の努力義務化（道路交通法） 

すべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務が定められました。 

⑷ 令和 5 年 4月 1日～ 自転車損害賠償保険加入の義務化 

(広島県自転車の活用の推進及び安全で適正な利用の促進に関する条例)  

広島県内すべての自転車利用者及び事業中に自転車を利用する事業者に、自転車損害賠償保険加

入の義務が定められました。 

⑸ 令和 5 年 7月 1日～ 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)を規定（道路交通法） 

原動機付自転車は、「一般原動機付自転車」、「特定小型原動

機付自転車(以下、特定小型原付)」に区分され、特定小型原付

については、運転に運転免許は不要、乗車用ヘルメットの着用

は努力義務、16歳未満の運転禁止、道路の左側端に寄って通行

することなどが定められました。 

特定小型原付の中でも、最高速度 6km/h以下であることなど

の要件を満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」と位置

付けられ、道路標識等により歩道を通行することが可能となり

ました。 

⑹ 令和 6 年 11月 1日～ 携帯電話使用と酒気帯び運転の罰則を新設（道路交通法） 

自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化され、また、「自転車の

酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。 

⑺ 令和 6 年 11月 1日～ ペダル付き原動機付自転車等の運転の定義の明確化（道路交通法） 

ペダル付き原動機付自転車について、原動機を用いずペダルのみを用い人の力で走行させる行為

が原動機付自転車の「運転」に該当することが明確化されました。 

【出典】警察庁ホームページ 
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⑻ 令和 8年 4月 1 日～ 自転車に交通反則通告制度(青切符)を適用（道路交通法） 

青切符を交付して反則金を納付させる交通反則通告制度が、16歳以上の自転車の交通違反に対

して適用されます。 

⑼ 令和 8年 4月 1 日～ 車道走行する自転車の安全確保の義務化（道路交通法） 

自動車(自動二輪を含む。)及び一般原動機付自転車が、他の特定小型原動機付自転車や軽車両

(自転車等)を追い越したり追い抜いたりするときに、十分な側方間隔がない場合は、その側方間

隔に応じた安全な速度で進行することについて、義務化されます。 
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２-３ 本市の地域特性・自転車利用の現状 

⑴ 人口 

人口は令和 2 年(2020 年)をピークに減少に転じており、令和 7 年(2025 年)以降、15～64 歳の割

合は減少傾向に、高齢化率(人口に占める 65歳以上の割合)は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 観光 

令和 5 年の入込観光客数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前である令和元年以来 4 年ぶ

りに 1,000万人を超え、うち、外国人観光客も 100万人を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[年齢区分別人口の推移] 
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将来推計値実績値

【出典】令和 2 年までは国勢調査(総務省)、令和 7 年以降は日本の地域別将来推計人口(国立社会保障・人口問題研究所) 
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【出典】本市入込観光客数データ 

（万人） 

人口に占める割合 
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⑶ 自転車利用の状況 

平日における代表交通手段として自転車を活用する割合は増加傾向にあり、令和 3 年度は、平成

27年度から約 2ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 自転車事故 

令和 2年まで減少し続けていましたが、同年以降、横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 自転車盗難 

令和 5年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前である令和元年よりも多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 

10.2 

8.8 

3.5 

5.7 

5.0 

42.8 

44.8 

47.6 

4.9 

4.0 

5.7 

15.1 

13.3 

12.5 

25.4 

21.9 

20.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R3

H27

H22

鉄道 バス 自動車 自動二輪車 自転車 徒歩・その他

[交通手段分担率(平日)] 

＋1.8 

＋0.8 

【出典】全国都市交通特性調査を基に作成 

（件） 

1,025 

877 873 

765 

641 

528 540
481

527
479

0

200

400

600

800

1,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

[自転車事故件数] 

【出典】県警資料を基に作成 

1,781 1,803 

1,368 
1,168 

1,482 

2,037

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H30 R1 R2 R3 R4 R5

[自転車盗難件数] 

（件） 

【出典】県警資料を基に作成 
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小径電動自転車 

（(特例)特定小型原動機付自転車) 

⑹ シェアモビリティ 

令和 6年度末現在、3事業者が本市域内で事業を展開しています。 

車両 

名称 

ぴーすくる 

（事業開始：平成 27 年 2 月） 

ＬＵＵＰ 

（事業開始：令和 5 年 7 月） 

ＨＥＬＬＯ ＣＹＣＬＩＮＧ 

（事業開始：令和 6 年 1 月） 

車両 

   

 

特定小型原動機付自転車・・・・ 原動機付自転車のうち、原動機の定格出力が 0.6kW 以下であって、長さ 1.9m、

幅 0.6m 以下かつ最高速度 20km/h 以下等の基準を満たすもの 

特例特定小型原動機付自転車・・ 特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点滅させ、最高速度 6km/h

以下等の基準を満たすもの 

 

  

小径電動アシスト自転車 

電動キックボード 

(（特例）特定小型原動機付自転車) スポーツタイプ電動アシスト自転車 

小径電動アシスト自転車 
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41%

51%

12%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

整備前 整備後 整備前 整備後

車道を走行する自転車の割合 車道を走行する自転車のうち、

逆走(右側走行)する自転車の割合

+10% 

-6% 

[令和 2年度以降の整備箇所(10箇所)の整備前後における実態調査] 

36.2 63.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[車道混在(南 3区 259 号線)] [自転車道(平和大通り)] 

車道（路肩含む） 歩道等 

[アンケート調査] 

（Q：普段、自転車で走行することが最も多い箇所はどこですか（N=209）） 

 

【出典】令和 6年 12 月市営駐輪場利用者アンケート 
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市営駐輪場の収容台数は、再開発事業等による影響を受けて若干減少していますが、郊外の鉄

道駅等や駐輪ニーズの高い場所へ新たに駐輪場を設置・増設するとともに、民間事業者による路

上駐輪場の整備や民間駐輪場への整備費助成などに取り組みました。 

年間駐輪場利用台数は、市営駐輪場(有料)については年々減少している一方、民間路上駐輪場

については年々増加しています。 

放置・撤去台数は減少傾向にありますが、依然として多い箇所があり、撤去した方へ「目的地

から徒歩何分以内であれば駐輪場を利用するか」アンケートを実施した結果、3分程度及び 5分

程度がそれぞれ約 3割、1分程度が約 2割となっており、より目的地に近い駐輪場が求められて

います。 

 

 

年度 箇所数 収容台数(台) 対前年度(台) 

令和 2 年度 31    19,724   △299 

令和 3 年度 31    19,663   △ 61 

令和 4 年度 31    19,664     ＋ 1 

令和 5 年度 31    19,456   △208 

令和 2 年度→令和 5 年度 △567 

 

年度 箇所数 収容台数(台) 対前年度(台) 

令和 2 年度 98 20,251  ＋221 

令和 3 年度 98    20,360 ＋109 

令和 4 年度 98    20,185   △175 

令和 5 年度 98    20,151   △ 34 

令和 2 年度→令和 5 年度 △100 

 

駐輪場名 開設年度 整備台数 備考 

アリスガーデン前駐輪場 平成 26年 7 月 65 台 
R3 に 21 台増設 

（44 台→65 台） 

国道 54 号駐輪場 

（相生通り～平和大通り間） 
令和 7 年 1 月 129 台 R6 に新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 駐輪場整備 ～とめる～ 

[市営有料駐輪場の箇所数と収容台数の推移] 

[市営無料駐輪場の箇所数と収容台数の推移] 

[民間事業者による路上駐輪場の整備状況] 

[安芸中野駅市営無料駐輪場(R3完成)] [国道 54号民間路上駐輪場(R6完成)] 
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区 分 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 R5/R2 比 

市営駐輪場(有料) 764 万 3 千台 705 万 1 千台 694 万 5 千台 688 万 4 千台 633 万 5 千台  90％ 

民間路上駐輪場  24 万 6 千台  23 万 4 千台  25 万 7 千台  28 万 2 千台  28 万 4 千台 121％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.2 11.0 31.2 8.3 26.6 2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1分程度 2分程度 3分程度 4分程度 5分程度 未回答

[アンケート調査] 

（Q：目的地から徒歩何分以内であれば駐輪場を利用しますか（N=109）） 

【出典】令和 6年 12 月本市が自転車等を撤去した方へのアンケート 

[駐輪場の利用状況] 

【出典】本市調査 
[自転車の放置台数及び撤去台数] 

22,175 21,127 

17,304 17,131 15,799 
14,323 

9,889 
8,423

6,973 7,037 6,130

1,907 
1,755 1,720 

1,436 
1,348 

1,215 1,238

817 774 762 805

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

撤去台数（年間）

放置台数

（撤去台数） （放置台数） 
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自転車利用者の法令遵守及びマナー向上を図るため、警察、地元、学校等と連携し、集客施設

における自転車マナーアップフェスタや自転車マナーアップキャンペーン等を実施するとともに、

小中高生を対象とした自転車安全教育に取り組みました。 

放置自転車対策については、駐輪指導員による街頭・訪問指導や放置自転車等管理システムを

活用した撤去に取り組みました。 

自転車交通事故は、幅広い年代で発生していますが、特に 20代以下の件数が多く、全体の半数

近くを占めています。 

令和 5 年度に努力義務化されたヘルメット着用率については、着用への抵抗感や必要性の理解

不足等の意識を変える取組などにより増加傾向にあり、また、同年度に義務化された自転車保険

の加入率については、令和 6年度は約 7割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑶ 法令遵守・マナー向上 ～まもる～ 

（件） 

【出典】県警資料を基に作成 【出典】県警資料を基に作成 

[自転車事故の年代別割合] [自転車事故件数] 

1,025 

877 873 

765 

641 

528 540
481

527
479

0

200

400

600

800

1,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

10代未満

4件

1%

10代

131件

27%

20代

85件

18%

30代

67件

14%

40代

50件

10%

50代

66件

14%

60～64歳

19件

4% 65歳以上

57件

12%
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15.8 84.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和6年度

(N=733)

12.8 87.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和5年度

(N=895)

（Q：自転車保険に加入していますか。） 

【出典】広島市市民意識調査報告書 

着用している 着用していない 

（Q：自転車利用時にヘルメットを着用していますか。） 

【出典】広島市市民意識調査報告書を基に作成 

[アンケート調査] 

25.1 10.0 9.7 7.8 4.4
3.9

3.2 
1.9 

8.6 22.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

持ち歩く際に

邪魔だから 

周りの人が

着用してい

ないから 

 

必要性を感

じないから 

髪型が崩れ

るから 

価格が高い

から 

頭が蒸れる

から 

違反して

も罰則が

ないから 

努力義務を

知らなかっ

たから 

無回答 その他 

（Q：ヘルメットを着用しない理由は何ですか。） 

【出典】広島市市民意識調査報告書を基に作成 

令和 6 年度 

（n=617） 
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シェアサイクル事業については、ポートの設置数及び年間利用回数とも年々増加し、市民生活

の一部として定着したことや、事業採算性の確保が見込まれる状況となったことから、令和 3年

年度以降の運営については、事業者の完全直営とし、ポートを設置するための公有地の貸出しな

どの協力に切り替えました。令和 5年度からは、新たに 2事業者が本市域内で事業を展開してい

ます。 

プロ自転車ロードレースチーム「ヴィクトワール広島」等と連携しながら、自転車を活用した

地域の新たな魅力づくりや、観光・スポーツ振興、健康づくりに資する取組を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年 度 来場者数 

令和 2年度 (コロナ禍中止) 

令和 3年度  4,000人 

令和 4年度 10,000人 

令和 5年度 (雨天中止) 

令和 6年度 11,000人 

⑷ 活用促進 ～いかす～ 

[開催実績] 

0.2
2 5 7 8 19 

38 

59 

84 

100 

116 

14 
27 32 37 

56

103 107

125 131
145

166

0

30

60

90

120

150

180

0

20

40

60

80

100

120

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

利用回数

サイクルポート

（万回） （箇所） 

[広島市シェアサイクル「ぴーすくる」のポート数・利用回数] 

[似島ぐるっとサイクリング] 

[島内一周] [健康教室] 

[プロレース] 

[広島クリテリウム(自転車ロードレース(西区商工センター))] 
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２-５ 今後の課題 

社会情勢の変化やこれまでの取組の評価を踏まえた今後の課題は、次のとおりです。 

 

走行空間整備 
～はしる～ 

①幹線道路等に自転車走行空間を確保するためには、多額の事業費や多

くの関係者との協議・調整を要することから、自転車ネットワークの

形成を早期に図っていくため、幹線道路が中心となっている優先整備

路線を再検討する必要があります。 

②車道よりも歩道等を通行する自転車が多い現状を踏まえ、自転車走行

空間整備を着実に行っていく必要があります。 

駐輪場整備 
～とめる～ 

①目的地に近い路上駐輪場等が求められていることから、ニーズの高い

箇所へ駐輪場を整備していく必要があります。 

法令遵守・マナー向上 
～まもる～ 

①幅広い年代への周知・啓発、特に事故が多い若い年代への自転車安全

教育を充実させていく必要があります。 

②道路交通法の改正による新たなモビリティの規定や自転車の取締強化

など、自転車を取り巻く環境は年々変化しており、こうした状況に対

応した周知・啓発活動を行っていく必要があります。 

③放置・撤去台数は減少傾向にありますが、依然として多い箇所がある

ため、効果的な放置自転車対策を行っていく必要があります。 

活用促進 
～いかす～ 

①再整備する広島競輪場(アーバンサイクルパークス広島)を活用した取

組について、関係部局等と連携しながら検討していく必要があります。 

②公共交通を補完するシェアモビリティの更なる利用促進を図るため、

事業者が参入しやすい環境づくりを行っていく必要があります。 

 



 

- 17 - 

第
１
章 

計
画
の
趣
旨 

第
２
章 

 

第
３
章 

自
転
車
都
市
づ
く
り
を
実
現 

 
 

し
て
い
く
た
め
の
施
策 

第
４
章 

具
体
的
な
取
組 

参
考
資
料 

第３章 自転車都市づくりを実現していくための施策 
 

 

３-１ 自転車都市づくりの理念 

自転車で安全・快適に移動することで市民や来訪者が各地域内の様々な地域資源や機能を享受でき

るよう、自転車のネットワークを構築し、環境にやさしく、健康増進にも寄与するなど様々な便益を

もたらす「自転車」を活かしたまちづくり（自転車都市づくり）を推進します。 

 

（都市づくりにおける自転車の役割） 

少子・高齢化、低成長経済、環境負荷の高まりといった社会経済情勢を背景に、本市では、都市

機能の拡散の抑制と、その適切な配置による集約型都市構造の形成を図っていくこととしています。

具体的には、都心では活力と求心力の源となるような機能を集中し充実強化を図る一方、それ以外

の地域では、地域ごとの特性や将来性等を踏まえつつ、既に集積した機能のうち、活かすべきもの

を選択し強化していく都市づくりを進めていきます。 

このような都市づくりのためには、都心やそれ以外の各地域を相互に連絡する公共交通を中心と

した都市内交通の円滑化を図る必要があることはもちろんですが、それぞれの地域内を安全で快適

に移動できる交通手段の確保も不可欠です。 

自転車は、こうした地域内の交通手段として大きな役割を担っていますが、より幅広く利用でき

る環境を整えることで、地域ごとの機能や特性に基づく便益を、市民の皆さんだけでなく、国内外

から広島を訪れる人にも、より享受していただけるものと考えています。そして、こうした自転車

の活用が進めば、子どもから高齢者まで多くの市民にとって自転車で暮らしやすい、自転車を利用

することが楽しさにつながるようなまちとなっていくものと考えています。 

ただし、自転車の活用をより一層推進するためには、安全で快適に走るための走行空間やニーズ

に対応した駐輪場などハード面の整備と、交通ルールを遵守する意識の醸成などソフト面の対策を

合わせた総合的な自転車のネットワークを構築しなければなりません。 

そのため、本市では、自転車で安全・快適に移動することで市民や来訪者が各地域内の様々な地

域資源や機能を享受できるよう、自転車のネットワークを構築し、環境にやさしく、健康増進にも

寄与するなど様々な便益をもたらす「自転車」を活かしたまちづくり（自転車都市づくり）を推進

します。 

 

  

〔集約型都市構造における自転車のネットワークのイメージ〕 

 各地域 

  

 都心エリア 

 観光エリア 

 生活エリア 

 

 

 

 

山間部 

 海 
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（本市における自転車都市づくりの有効性） 

本市は、狭い平地を利用して市街地が形成されており、こうした市街地では自転車を利用するの

に適度な平坦性を有しています。また、自転車は天候に左右されやすいというデメリットがありま

すが、本市は瀬戸内海式気候に属し、降水量が少なく温暖な気候です。 

加えて、本市は自然や歴史などの魅力ある地域資源を多く有しており、次の 3つの視点から自転

車の活用が期待できます。 

 

⑴ デルタ市街地の機能・特性から見た視点 

デルタ市街地には、水、緑、文化などの多くの地域資源や商業・業務など様々な都市機能が集積

しており、地形的にも自転車で回遊するのに適度な平坦性と広さであることから、通学や通勤、買

物などの目的で多くの自転車が利用されています。 

一方、川や橋が多く、自転車で通行する箇所が限定されることなどにより、歩道等において歩行

者と自転車の輻輳が生じていることから、自転車のネットワークを構築し、利用しやすい環境を創

出することで、自転車の更なる活用が期待できます。 

⑵ デルタ市街地以外の地域の機能・特性から見た視点 

地形的な成り立ちから、本市ではデルタを中心として山すそに放射型の交通網が発達し、郊外の

鉄道駅等には無料駐輪場が整備されています。このため、地域内の交通手段としての自転車と、地

域間の交通手段としての公共交通を組み合わせ、より便利に利用できるようにすることで、過度な

マイカー利用からの転換を促進できる可能性があります。また、自然や歴史などの魅力ある地域資

源も多く存在しており、これらを活かした地域の魅力づくりに自転車を活用することも期待できま

す。 

⑶ 広域的な視点 

近年、広島県や呉市、尾道市、江田島市などでは、サイクリング観光に力を入れていることから、

今後、こうした周辺観光地との広域的な連携や、長期的には、「海」の玄関である宇品地区から、本

市の魅力のひとつである河岸を経由し、「山間部」（可部線廃線敷など）までの南北軸を、自転車が

楽しく使える空間として利用していくことも期待できます。 

 

 

このように、地形や気候、都市の機能や特性などからも、本市は自転車都市づくりを進める高いポ

テンシャルを有していると言えます。 
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３-２ 基本方針 

本市における自転車利用環境の課題を解決し、さらに自転車の有するポテンシャルを顕在化させる

自転車都市づくりを進めていくため、以下のとおり 4つの基本方針を掲げます。 

 

 

市民や来訪者が様々な場面で自転車に快適に乗ることができるまちづくり 

通勤、通学、買物、観光など様々な場面を想定しながら、車道通行を基本とした自転車走行

ネットワークの形成やきめ細かな駐輪場の整備などを進め、市民や来訪者が自転車で快適に移

動できるよう取り組みます。 

 

 

市民や来訪者が自転車に安全に安心して乗ることができるまちづくり 

歩行者、自転車、自動車が、それぞれ交通ルールを遵守し、道路上で互いに注意を払うこと

で、歩行者の安全を確保し、自転車事故の件数及び死傷者数が減少するよう取り組みます。 

 

 

地域や観光の振興、スポーツ振興、健康づくりなどに自転車を活かしたまちづくり 

安全・快適な自転車利用環境の整備に合わせ、地域の新たな魅力づくりや観光振興、スポー

ツ振興、健康づくりなどに自転車を活用した取組を進めます。 

 

 

自転車施策において行政、市民、企業等が連携するまちづくり 

自転車を活用した市民主体のまちづくりや駐輪場への民間投資等、民間が主体となった取組

が進むなど、行政、市民、企業等が連携するまちを目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 1 

基本方針 2 

基本方針 3 

基本方針 4 
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３-３ 施策体系 

自転車都市づくりを実現していくための具体的な取組を体系的に整理するため、自転車の利用環境

整備に関する「走行空間整備～はしる～」「駐輪場整備～とめる～」「法令遵守・マナー向上～まもる

～」の 3 本の柱に、地域や観光の振興、スポーツ振興、健康づくりなどに自転車を活用する「活用促

進～いかす～」の柱を加えた、自転車施策の 4本柱を設定します。 

利用環境整備に関する 3 本柱と活用促進の柱を相互に作用させながら、自転車都市づくりの実現に

向け具体的な取組を総合的に進めます。 

  

 

  

走
行
空
間
整
備 

 
～
は
し
る
～ 

 

駐
輪
場
整
備 

 

～
と
め
る
～ 

活
用
促
進 

 

～
い
か
す
～ 

 

自転車施策の４本柱 

「自転車」を活かしたまちづくり 

 

基 本 方 針 
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３-４ 施策のポイント 

今後の課題を踏まえた各施策のポイントは、次のとおりです。 

 

走行空間整備 

～はしる～ 

①幹線道路が中心となっている走行空間未整備箇所については、ウォー

カブルな道路空間への再編に取り組む路線や、並行する代替路(細街

路)を新たに優先整備路線とし、早期整備を図ります。 

②本来、散策や休息の場である河岸緑地において、通学・通勤等で多く

の自転車が利用し歩行者との輻輳が生じていることから、並行する道

路を自転車ネットワーク路線に新たに位置付け、その一部の整備を進

めます。 

駐輪場整備 

～とめる～ 

①路上の放置自転車が多い箇所をニーズが高い箇所と捉え、利用者の動

向を踏まえながら、路上を含む付近の利用可能な場において、民間主

導の管理運営を中心とした駐輪場の整備を進めます。 

法令遵守・マナー向上 

～まもる～ 

①小中高生を対象とした自転車安全教室にスケアード・ストレイト（自

転車事故再現）を取り入れるほか、マナー違反が多発している通勤・

通学ルート等において、幅広い年代が違反状況を認知し、是正の必要

を痛感できる措置などを工夫することにより、自転車安全ルールの徹

底を図ります。 

②啓発イベント等において、電動キックボードや自転車の取締強化等に

関する周知・啓発を行います。 

③撤去場所や撤去数をデータ可視化した放置自転車等管理システムによ

る地域特性を踏まえた効果的な放置自転車の撤去や、自転車等放置規

制区域の新規指定などに取り組みます。 

活用促進 

～いかす～ 

①再整備する広島競輪場(アーバンサイクルパークス広島)を拠点とし

た、自転車による観光振興や、サイクルイベント等の開催によるサイ

クルスポーツの振興等について、プロ自転車ロードレースチーム「ヴ

ィクトワール広島」等と連携しながら取り組みます。 

②シェアモビリティ事業者と連携して、デルタ市街地だけでなく、デル

タ市街地と周辺部をつなぐ新たな交通手段として、公有地へのポート

設置に取り組むなど、事業者が参入しやすい環境づくりを進めます。 
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第４章 具体的な取組 
 

 

４-１ 具体的な取組の内容 

これまで実施した取組の評価や課題及び自転車を取り巻く社会情勢等を踏まえ、自転車都市づくり

を実現していくため、具体的な取組を掲げ、実施していきます。 

 

具体的な取組一覧 

柱 施策・取組 重点・新規 

走
行
空
間
整
備 

は
し
る 

施策１ 自転車ネットワークの形成 

  

取組 

1-1 

自転車ネットワーク路線にお

ける自転車走行空間整備 

①自転車走行空間整備 重点 

②自転車走行空間整備済路線の周知  

取組 

1-2 

自転車ネットワーク路線以外

での自転車走行空間整備 

③自転車ネットワーク路線への追加検討  

④自転車ネットワーク路線以外での自転車走行空間整

備 
 

施策２ 安全で快適な通行環境の確保 

  
取組 

2-1 

通行位置の分かりやすい路面

標示の設置 

⑤矢羽根型路面標示への白線設置  

⑥歩道上における自転車に対する注意喚起標示等の設

置 
 

駐
輪
場
整
備 

と
め
る 

施策３ 市営駐輪場の整備 

  

取組 

3-1 
有料駐輪場の整備 ⑦市営駐車場の転用等による駐輪場整備 重点 

取組 

3-2 
無料駐輪場の整備 ⑧郊外の鉄道駅等における駐輪場整備 重点 

施策４ 民間駐輪場の整備促進 

  

取組 

4-1 

民間事業者による路上駐輪場

の整備 
⑨放置自転車が多い箇所への新規整備 重点 

取組 

4-2 

民間事業者への駐輪場整備費

助成 
⑩補助金の活用促進  

取組 

4-3 
駐輪場附置義務の見直し検討 ⑪駐輪場附置義務の見直し検討  

施策５ 既存駐輪場の機能拡大 

  

取組 

5-1 
柔軟な料金体系の導入 ⑫一時利用における無料時間の導入  

取組 

5-2 
駐輪需要に応じた受入拡大 

⑬駐輪機器の導入及び需要が多い車種に応じたレイア

ウト変更 
 

取組 

5-3 

機能強化による市営駐輪場の

利便性向上 

⑭キャッシュレス決済の導入  

⑮満空情報の見える化  

⑯商店街と連携した駐輪サービスの導入  

⑰駐輪場案内等の多言語化  

 

 

 

重点：特に注力する取組 

新規：新たに計画に位置付ける取組 
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柱 施策・取組 重点・新規 

法
令
遵
守
・
マ
ナ
ー
向
上 

ま
も
る 

施策６ 法令・マナーの意識啓発 

  

取組 

6-1 

幅広い世代を対象とした法

令・マナーの周知・啓発の推進 

⑱広島チャレンジサイクル推進事業の実施 重点 

⑲自転車マナーアップキャンペーンの実施 重点 

⑳本通りアーケード街等における県警等と連携した街

頭指導の実施 
 

㉑路上駐車が多い箇所における駐車指導の実施 新規 

㉒平和大通りの自転車道を活用した法令・マナーの啓

発 
新規 

㉓市政出前講座の実施  

㉔自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の導入

に関する取組強化 
新規 

㉕各種媒体や多言語による情報発信  

取組 

6-2 

小中高生等を対象とした自転

車安全教育の推進 

㉖小中高生を対象とした自転車安全教室の開催 重点 

㉗中学・高校生への自転車読本の配布  

㉘自転車運転免許制度及び自転車通学許可制度の実施  

㉙新成人への自転車の法令・マナーの啓発  

取組 

6-3 
安全な自転車利用の促進 

㉚自転車保険の加入啓発  

㉛ヘルメットの着用促進 新規 

㉜自転車の盗難防止の啓発  

取組 

6-4 

新たなモビリティ（特定小型原

動機付自転車等）の周知 
㉝特定小型原動機付自転車等の法令等の周知・啓発 新規 

施策７ 放置自転車対策 

  

取組 

7-1 
駐輪指導の実施 

㉞自転車利用者への街頭指導及び沿道の店舗・事業所

への訪問指導 
 

取組 

7-2 
放置自転車の撤去 

㉟放置規制区域内の即時撤去及び区域外での長期放置

自転車の撤去 
重点 

取組 

7-3 
自転車等放置規制区域の指定 

㊱放置自転車が多い箇所に自転車等放置規制区域を新

規指定 
新規 

活
用
促
進 

い
か
す 

施策８ まちづくりや観光振興への活用 

  

取組 

8-1 

市民主体の魅力づくり活動の

支援 

㊲サイクリングロードの設定やマップ作り  

㊳サイクリングロードの環境整備  

取組 

8-2 
自転車を活用した観光振興 

㊴自転車で巡る観光ルートの設定  

㊵アーバンサイクルパークス広島を活用した観光振興 新規 

施策９ スポーツ振興への活用 

  
取組 

9-1 

プロ自転車ロードレースチー

ム等と連携したサイクルスポ

ーツの振興 

㊶広島クリテリウムの開催支援  

㊷アーバンサイクルパークス広島を活用したサイクル

スポーツの振興 
新規 

施策１０ 健康づくりや環境対策への活用 

  

取組 

10-1 
自転車を活用した健康づくり 

㊸健康教室等の開催  

㊹健康づくりの広報啓発  

取組 

10-2 

地球温暖化対策に資する自転

車活用の推進 
㊺公共交通や自転車利用を促す広報啓発  

施策１１ シェアモビリティの活用促進 

  

取組 

11-1 

多様なシェアモビリティへの

対応 
㊻シェアモビリティ事業者への協力 新規 

取組 

11-2 
災害時における活用 ㊼避難所等への臨時ポート設置  
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自転車走行空間整備に当たっての基本的な考え方 

【趣旨】 

国土交通省と警察庁より示された「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(令和 6

年 6 月)」(以下｢国のガイドライン｣という｡)に沿って、これまでの整備状況や自転車の活用促

進といった観点も踏まえながら、車道通行を基本とする連続性を重視した自転車ネットワーク

の形成に取り組みます。 

【対象範囲】 

自転車は本市全域において広く利用されていますが、とりわけ、通勤や通学、買物などの目

的で多くの市民が集まるデルタ市街地に、まちづくりが進む広島駅周辺地区及び西広島駅周辺

地区を加えた範囲を対象とします。 

また、まちづくりについて検討が進められている商工センター地区については、まちづくり

ビジョンに基づき、具体化されていく各施策と調整を図りながら、今後、自転車ネットワーク

路線へ位置付ける検討を行います。 

なお、その他の範囲においても、整備が必要と考えられる路線については、対象に加えるこ

とを検討します。 

【整備形態の選定方法】 

自転車走行空間の整備形態については、国のガイドラインに基づき、「自転車道」「自転車専

用通行帯」「車道混在」を基本とします。本市では、「自転車専用通行帯」については、自転車

専用の交通規制を伴わない自転車通行帯として運用しており、まずは、車道走行における市民

の意識醸成を図ることとしています。 

また、道路状況により、歩道上における歩行者と自転車の安全対策が必要な場合は、暫定的

な措置として、歩道内での自転車・歩行者の分離などの検討を行うこととします。 

＜交通状況を踏まえた整備形態の選定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(令和 6 年 6 月) 

 

 

(1) 走行空間整備 ～はしる～ 



 

- 25 - 

第
１
章 

計
画
の
趣
旨 

第
２
章 

 

第
３
章 

自
転
車
都
市
づ
く
り
を
実
現 

 
 

し
て
い
く
た
め
の
施
策 

第
４
章 

具
体
的
な
取
組 

参
考
資
料 

＜自転車走行空間の整備形態＞ 

自転車走行空間の整備は、下記の形態を基本とします。 

整備形態 自転車道 自転車（専用）通行帯 車道混在 

整備 

イメージ 

   

整備 

写真 

   

法
的
位
置
付
け 

道路 

構造令 
自転車道 自転車通行帯 車 道 

道路 

交通法 
自転車道 

自転車専用通行帯 
（自転車専用の規制） 

車 道 

自転車の 

通行方向 

一方通行又は双方向通行 
（一方通行が基本） 

一方通行 
（自動車と同じ方向） 

一方通行 
（自動車と同じ方向） 

自転車の 

通行方法 

自転車道を通行しなければならな

い。 

・自転車専用通行帯の場合 

自転車専用通行帯を通行しなけ

ればならない。 

・自転車専用規制をかけない場合 

 車道混在(右記)と同じ。 

道路(歩道と車道の区別のある

道路においては車道)の左側端

に寄って通行しなければならな

い。 

＜ピクトグラム等の形状＞ 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

歩道 自転車道 車道 車道 歩道 歩道 
車道 

1500

600 600300
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0

1:
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6

1500
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0

1:
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6
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0

矢羽根型路面標示 自転車ピクトグラム（自転車道） 
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5
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0
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5
50

50
50

0
50

60
0

310 50100150100150 200 515

1575

自転車ピクトグラム 
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施策１ 自転車ネットワークの形成 

 

 取組 1-1 自転車ネットワーク路線における自転車走行空間整備 

 

取組 

内容 

① 自転車走行空間整備○重  

自転車走行空間整備に当たっての基本的な考え方に基づき、整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自転車走行空間整備済路線の周知 

自転車走行空間整備済路線について、ホームページ等により広報を行うことで利用

を促すとともに、整備済路線において関係機関等と協働し、車道走行に関する啓発活

動に取り組みます。 

 

 

 取組 1-2 自転車ネットワーク路線以外での自転車走行空間整備 

 

取組 

内容 

③ 自転車ネットワーク路線への追加検討 

まちづくりに向けた検討が進められている商工センター地区や、自転車利用が多い

ＪＲ駅等を中心とした地域など、今後の状況に応じて整備が必要と考えられる路線に

ついては、自転車ネットワーク路線の対象に加えることを検討します。 

 

④ 自転車ネットワーク路線以外での自転車走行空間整備 

自転車ネットワーク路線以外でも、通勤や通学など自転車の利用が多く、歩行者や

自転車利用者の安全を確保する必要がある場合は、自転車走行空間の整備に取り組み

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[尾長小学校地区(ゾーン 30 プラス※の一環)(R6 整備)] 

※自動車の速度抑制を図るための道路環境整備 

[自転車道(平和大通り)(R6 整備)] [車道混在(矢羽根型路面標示)(南区)(R2 整備)] 
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施策２ 安全で快適な通行環境の確保 

 

 取組 2-1 通行位置が分かりやすい路面標示の設置 

 

取組 

内容 

⑤ 矢羽根型路面標示への白線設置 

自転車利用者のみならず車ドライバー等にも自転車の通行位置が分かりやすい矢羽

根型路面標示への白線設置に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 歩道上における自転車に対する注意喚起標示等の設置 

歩行者と自転車が混在する歩道において、自転車のスピードが出やすい急な下り坂

や橋では歩行者等との接触事故の危険性が高くなることから、歩行者や自転車の安全

確保のため、自転車の減速を促す路面標示を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[矢羽根型路面標示への白線設置] 

[路面標示の設置（中広宇品線）] 

歩 行 者 優 先 自 転 車 低 速 
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施策３ 市営駐輪場の整備 

 

 取組 3-1 有料駐輪場の整備 

 

取組 

内容 

⑦ 市営駐車場の転用等による駐輪場整備○重  

平和大通り沿いなどの市営駐車場について、周辺地区における駐車場の充足状況等

も踏まえながら、関係者と協議・調整の上、駐輪場に転用するなど、デルタ内の駐輪

場整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組 3-2 無料駐輪場の整備 

 

取組 

内容 

⑧ 郊外の鉄道駅等における駐輪場整備○重  

郊外の鉄道駅等では、通勤・通学時の公共交通と自転車の乗り継ぎがより便利にな

るよう、鉄道事業者等と協力して駐輪場整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[駐車場から駐輪場への転用(稲荷町)(H27 完成)] 

[広域公園前駅駐輪場(R2 完成)] [天神川駅北第二駐輪場(R2 完成)] 

(2) 駐輪場整備 ～とめる～ 
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施策４ 民間駐輪場の整備促進 

 

 取組 4-1 民間事業者による路上駐輪場の整備 

 

取組 

内容 

⑨ 放置自転車が多い箇所への新規整備○重  

買物利用や放置自転車が多い場所等において、安全な歩行空間の確保を前提に、歩

道等を利用した民間事業者による路上駐輪場の整備促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組 4-2 民間事業者への駐輪場整備費助成 

 

取組 

内容 

⑩ 補助金の活用促進 

駐輪場運営事業者や商店街等に対し助成制度の積極的な周知に努め、民間駐輪場の

整備促進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度概要 
道路等公共の場所における自転車等の放置防止及び良好な都市環境の形成に資す
る民間自転車等駐車場の整備を促進するため、その設置に要する経費に対し補助金
を交付する。 

対象要件 

・一般市民が利用できること。 
・放置規制区域、鉄道駅、鉄道停留場又はバス停留所から 100ｍ以内の街区に位置
すること。ただし、道路の路面に設置するものにあっては、本市が指定する区域
に限る。 

・5 年以上運営すること。 など 

対象経費 建設費(土地取得費、賃借料を除く)及び駐車器具整備費 

補 助 額 

対象経費又は標準整備費のいずれか低い額に、民有地に設置されるものは 3 分の 2
を、本市が指定する道路の路面に設置されるものは 2 分の 1 を乗じた額 

形式 設備費/台 標準整備費 

平面式 
(2 段式ラックを含む) 

6 万円 
1 台当たりの設備費に収容台数を乗じ
た額(原付、自動二輪は 1.5 倍) 立体式 

(機械式を含む) 
10 万円 

 

  

[グランドパーキング 21 駐輪場(R 元完成)] [NTT クレド白島ビル駐輪場(H30 完成)] 

＜広島市民間自転車等駐車場整備補助金の概要＞ 

[民間路上駐輪場(国道 54 号)(R6 完成)] 
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 取組 4-3 駐輪場附置義務の見直し検討 

 

取組 

内容 

⑪ 駐輪場附置義務の見直し検討 

駐輪需要を踏まえ、必要に応じて駐輪場附置義務制度の見直しを検討します。 

＜広島市駐輪場附置義務制度の概要＞ 

〇駐輪場附置義務基準 

・対象地区：商業地域、近隣商業地域 

・附置義務基準 

対象用途 対象施設規模 基 準 

百貨店、スーパーマーケット    400 ㎡超  20 ㎡ごとに 1 台 

銀行    500 ㎡超  25 ㎡ごとに 1 台 

遊技場    300 ㎡超  15 ㎡ごとに 1 台 

専修学校、各種学校    400 ㎡超  20 ㎡ごとに 1 台 

事務所  2,000 ㎡超 100 ㎡ごとに 1 台 

※対象建物：新築、増築を行う建物 

〇駐輪場の整備促進策（駐車場附置義務との連携） 

・『駐輪場』及び「駐車場」の附置義務対象となる建物の設置者が、附置義務台数を超える 

『駐輪場』を設けた場合、「駐車場」の附置義務台数を低減 

・対象用途：駐車場附置義務対象建物(既に届出を行っている建物も含む。)のうち駐輪場 

附置義務がかかる用途（事務所、店舗、銀行等） 

・緩和内容：附置義務台数を超える駐輪場を 5 台分設けるごとに、駐車場の附置義務台数を 

1 台低減 

・緩和上限：駐車場附置義務台数の 100 分の 10 

※対象建物：新築、増築を行う建物（既存建物についても届出を行えば新基準を適用可能） 
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施策５ 既存駐輪場の機能拡大 

 

 取組 5-1 柔軟な料金体系の導入 

 

取組 

内容 

⑫ 一時利用における無料時間の導入 

買物等における短時間の自転車の駐輪に対応するため、無料時間の導入を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組 5-2 駐輪需要に応じた受入拡大 

 

取組 

内容 

⑬ 駐輪機器の導入及び需要が多い車種に応じたレイアウト変更 

駐輪場の利用状況等を踏まえ、二段ラックの導入や、レイアウト変更による収容台

数確保に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 取組 5-3 機能強化による市営駐輪場の利便性向上 

 

取組 

内容 

⑭ キャッシュレス決済の導入 

駐輪場係員による現金での料金収受に代えて、スマートフォン等を活用したキャッ

シュレス化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[二段ラックの導入] 

[精算機の改修によるキャッシュレス決済の導入] 

[相生駐輪場(R4 導入)] [袋町小学校地下駐輪場(R5 導入)] 
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⑮ 満空情報の見える化 

市営駐輪場の空き情報や位置情報を利用者に効率よく提供するため、携帯端末など

から検索できる駐輪場満空情報システムの機能強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯ 商店街と連携した駐輪サービスの導入 

商店街等と連携した、市営駐輪場の利用者に対する特典の提供やポイント制度の導

入などについて検討します。 

 

⑰ 駐輪場案内等の多言語化 

駐輪場案内等の多言語化(英語、中国語、ハングル等)により、外国人が自転車を利

用しやすい環境整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[ウェブ上で確認可能な満空状況] 

[駐輪場案内等の英語表記] 




